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経済学の観点から

児玉　直美

差別とは

　「差別」とは何か？ Handbook of Labor Economics
の中で，List�and�Rasul（2011）は，「労働市場におけ
る差別とは，労働市場サービスの提供において物理
的，物質的な意味で同等に生産的である人が，観測可
能な特徴（人種，民族，性別等）によって不平等に扱わ
れる状態」と定義している。不平等というのは，ここ
では，労働市場サービスの価格である賃金や，労働需
要サービスの需要量に当たる雇用者数，採用数等が異
なることを意味する。労働市場の差別についての労働
経済学分野の研究として，米国では人種差別が取り上
げられることが圧倒的に多いが，日本で取り上げられ
る事例は性差別が多い。どちらを事例として取り上げ
ても一般性は失わないので，以下では男女の賃金を具
体例として取り上げ，雇用主（企業）による差別，同
僚による差別，顧客による差別，及び統計的差別の理
論を概観することを通じて，労働経済学における差別
という概念を説明していきたい。
　差別のない世界では，競争的労働市場で利潤最大化
を目指す雇用主は労働者の限界生産性に応じた賃金を
支払うと経済学では想定する。この場合，労働者の性
別，人種，民族，年齢，障害の度合等は賃金に関係が
ないはずである。しかし，現実の世界では，女性の賃
金は，生産性に関連する属性や能力（教育歴，勤続年
数等）が同等と考えられる男性に比べて低いことが多
くの国で観測されている。Gary�Becker は，その有名
な著書 The Economics of Discrimination の中で，差
別─Becker（1971）ではそれを差別的嗜好（taste）
と呼ぶが─を金銭換算した。つまり，女性を嫌う雇
用主，同僚，顧客は，差別に対する対価を支払わなけ
ればならない。
　読者は，最初，男性が女性を嫌うという仮定に違和
感を覚えたのではないだろうか。一般的には男性は家
族として女性と一緒に暮らすからだ。これに対して，
Blau ら（2013）は，男性が女性を嫌うというのは，社
会的にふさわしいと考えられる役割が男性と女性で違
うと考えることであると説明する。具体的には，雇用
主は，女性を秘書や事務補助として，男性を配管工と
して雇おうとする。男性は，女性の同僚が部下として
働くことは喜ぶが，上司となることは嫌がる。顧客
は，女性からストッキングを買うことは好むが，女性

から車を買ったり，女性弁護士に弁護してもらうこと
は好きでない。このような女性に対する差別は，女性
の賃金や雇用に負の影響をもたらす。
　まず，雇用主が女性労働者に対して差別的嗜好を持
つ場合を考えてみよう。男性労働者の賃金が wm，女
性労働者の賃金を wf，雇用主が女性労働者に対する
差別コストを d とする。雇用主が男性労働者を雇う
ときには男性の賃金 wm，女性労働者を雇うときには
女性の賃金に加えて差別コスト分（wf＋d）を支払う
必要がある。したがって，女性に対して差別的嗜好を
持つ雇用主は，女性労働者を男性労働者より低い賃金
でしか雇わない（wf＝wm－d）。さらにここで，男性労
働者と女性労働者の生産性は同じであると仮定する
と，男性には生産性に一致した賃金が支払われるが，
女 性 に は 生 産 性 以 下 の 賃 金 し か 支 払 わ れ な い。
Becker（1971）は，差別的嗜好を持つ雇用主が多いか，
仕事を探している女性が多いかによって，この状況の
帰結は異なると説明した。女性差別をしない雇用主
は，女性労働者も男性労働者と同じ賃金で雇う（つま
り，d＝0）。差別的嗜好を持たない雇用主が多数を占
める，あるいは，仕事を探す女性が比較的少ない場合
には，女性労働者は差別的嗜好を持たない雇用主に全
員雇われる。このケースでは，仮に少数の雇用主が差
別的嗜好を持っていたとしても，女性の賃金は男性よ
り低くなることはない。しかしながら，差別的嗜好を
持つ雇用主が多い，あるいは，仕事を探す女性が相対
的に多い場合には，女性の一部は，差別的嗜好を持つ
雇用主にも雇われることになる。この女性たちの賃金

（wf）は男性の賃金（wm）よりも低くなる。仮に，労
働市場が競争的であれば，全ての雇用主が，特定の性
の労働者に対して市場で決定された賃金を払うことに
なる。つまり，市場で男性よりも安い賃金の女性を雇
うことができるようになるため，差別的嗜好を持たな
い雇用主も，市場価格よりも高い賃金を支払わなくな
る。均衡では，仕事を探す女性全員が仕事を見つける
まで，男女賃金格差は拡大する。別の言葉で言うと，
雇用主の差別的嗜好が強いほど，仕事を探す女性が増
えるほど，男女賃金格差は拡大する。しかしながら，
雇用主の差別的嗜好が強ければ強いほど，利潤最大化
行動からかけ離れていくため，競争的な環境下では雇
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用主は差別を続けることはできない 1）。
　次に，同僚による差別を考える。男性労働者が女性
労働者に対して差別的嗜好（d）を持つケース，つま
り男性労働者が女性労働者と働くために賃金プレミア
ムを要求する場合 2）を想定する。差別的嗜好を持つ
男性労働者は，（wm＋d）であれば女性労働者と一緒に
働いても良いと考える。この場合の一つの解決方法
は，男性のみの職場と女性のみの職場に完全に分離す
ることであり，その場合には，賃金プレミアムを支払
う必要がないので男女賃金格差はない。しかし，歴史
的に女性の社会進出が進み，また男性のみの職場を女
性のみの職場に一気に変えるためには採用や教育コス
トがかかりすぎるため，現実には男性職場に女性が
徐々に増えるという現象が起こってきた。この場合
も，賃金格差は，差別的嗜好の強さと仕事を探す女性
数に依存する。女性に対する差別的嗜好を持つ男性が
ほとんどいないか，仕事を探す女性が少ない場合に
は，全ての女性が差別的嗜好を持たない男性と働くこ
とができ，男女賃金格差はない。しかし，差別的嗜好
を持つ男性が多い，あるいは仕事を探す女性が多い場
合には，一部の女性は，差別的嗜好を持つ男性と働か
ざるを得ない。差別的嗜好を持つ男性は賃金プレミア
ムを要求するため，男女間の賃金格差が生じる 3）。さ
らには，同僚による差別が直接的に女性の生産性を下
げる可能性も指摘されている。男性労働者が大半を占
める職場に新人女性が入ってきたとしよう。男性の同
僚や上司がそれを快く思わない場合には，その同僚や
上司は，新人女性には新人男性に比べて OJT やアド
バイスをしないため新人女性の生産性が上がらないと
いうことが起こるかもしれない。
　今度は，顧客による差別があるケースを考える。差
別的嗜好を持つ顧客が差別コスト（d）を持つケース
を想定する。製品やサービスの価格が p であるとす
ると，差別的嗜好を持つ顧客は，男性納入業者から購
入する場合には価格が p であるかのように振る舞い，
女性納入業者から購入する場合には価格があたかも

（p＋d）であるかのように行動する。つまり，男性納
入業者と同じだけの量を販売するためには，女性納入
業者は価格を（p－d）に設定しなければならない。つ
まり顧客による差別は，女性納入業者の生産性を下げ
ることと同じ効果を持つ。したがって，生産性の低い
女性納入業者は，男性に比べて低い賃金しか受け取る
ことができず，男女賃金格差が発生する。顧客による
差別もまた，男性のみ（あるいは女性のみ）の職業や職
場を生み出す原因にもなる。
　最後に，統計的差別について述べたい。統計的差別

モデルは，Phelps（1972）や Aigner�and�Cain（1977）
によって提唱された理論で，雇用主が（あまり合理的
とは思えない）自らの好き嫌いに基づいて差別をする
のではなく，利潤最大化に整合的に行動した結果，差
別が生じるという理論である。統計的差別は，雇用主
が，「平均的に，女性は生産性が低い，あるいは離職
率が高い」と信じ，個々の女性労働者が平均的女性と
同じであるとして取り扱われる時に起こる。統計的差
別では，雇用主は意思決定をする時に，不完全な情報
しか得られず，また不確実性があることを前提として
いる。つまり，採用時に，雇用主が応募者の能力，技
能，資質を注意深く吟味したとしても，個々人が仕事
において将来どのようなパフォーマンスを発揮する
か，採用後どれくらい長く自社で働くかを，決して知
ることができないと仮定している。採用や教育訓練に
係るコストが高ければ高いほど，意思決定の失敗は高
くつく。不確実性がある中で，雇用主が採用すべきか
どうか，教育訓練を行うべきかどうかという意思決定
を行う際に，生産性や離職率と相関する確率が高く，
かつ，入手が容易な情報を利用するという統計的差別
モデルは説得力がある。雇用主が，例えば，女性は男
性に比べてキャリアに対する意識が低く仕事を辞める
確率が高いと考えることはそれほど不思議なことでは
ない。このように雇用主が信じていることは，時とし
て，不正確であったり，現実より過大であったり，タ
イムラグを伴ったりする。しかし，問題をより難し
く，複雑にするのは，雇用主が信じていることは，

「平均的には」正しいことである。この問題が厄介な
のは，統計的差別は，男女の平均的な違いに基づく雇
用主の合理的な判断なので，市場の競争によって消え
ていかないことである。さらに，Arrow（1973）は，
統計的差別はフィードバック効果を持つことでさらに
有害になることを指摘した。例えば，雇用主が，女性
は仕事を辞める確率が高いと考え，女性労働者の企業
特殊訓練を少なくしたり，与える仕事を途中で辞めら
れても被害が少ない仕事に変えたりした場合，女性は
男性に比べてその雇用主の下で働き続けるインセン
ティブが低くなり，その結果，本当に離職する確率が
高くなる。これによって，雇用主の認識はますます強
化され，差別的な行動を変える理由はますますなくな
る。このように，統計的差別は，フィードバック効果
を伴う時，雇用主が男女の平均的な違いによって行動
を変えたことは，最初は仮に正しくなかったとして
も，長期的には固定的で，競争圧力によっても変化し
ないものとなってしまう。
　女性（あるいは，人種，民族，年齢，障害の度合等）に
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特　集　この概念の意味するところ

対する差別は，法律的な立場や，人権という観点から
不公平であると考えることは一つの重要な視点であ
る。差別をする人が損をするだけでなく，差別される
人の人的資本投資が減少するという負のフィードバッ
ク効果により差別が固定化されるという経済学的視点
は，例えば，quota（割当）制度等の具体的な施策を
考える上でも，参考になるだろう。

 1）競争的環境下における企業による差別の実証研究では，
Black�and�Strahan�（2001）が，1970 年代に始まった銀行業
の規制緩和に伴い，銀行の男女賃金格差は縮小し，女性管理
職が増加したことを示した。また，Hellerstein ら（2002），
Kawaguchi（2007）は，市場支配力が強く，それ故に Beck-
er モデルで言うところの差別的嗜好をむさぼることができる
産業では，女性を多く雇うことによってより高い利益率を獲
得することができることを実証した。

 2）一種の補償賃金格差である。
 3）男性比率の高い職場や職種で男女賃金格差が小さく，女性

比率の高い職場や職種で男女賃金格差が大きいという実証研
究は多い。しかし，例えば，女性比率の高い縫製工場では多
数の女性労働者と少数の男性管理職が必要であるといったよ
うな産業や職場の特性を反映しているだけなのではないかと
いう批判がある。この批判に対処している研究としては，日
本のパネルデータを使った Kodama�and�Odaki（2013）が挙
げられる。
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